
（平成30年10月　最高裁判所）

◎　裁判所ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/）では，「手
続の概要」，「少年事件Q & A」，「少年犯罪によって被害を受
けた方のための制度」などについてご案内していますので，
ご覧ください。



本当に非行があったかどうかを調べます。

※　少年審判には，通常，検察官は立ち会いませんが，一定の事件で事実
認定のため必要がある場合は，検察官が関与することもあります。

警察官や検察官などから事件が
家庭裁判所に送られます（送致）。


